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総務委員会会議録 

 

令和４年１２月１４日 水曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ０時３２分閉議（実時間１３２分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第９０号・令和４年度八代市一般会計

補正予算・第１０号（関係分） 

１．議案第１１８号・令和４年度八代市一般会

計補正予算・第１１号（関係分） 

１．議案第９５号・令和４年度八代市ケーブル

テレビ事業特別会計補正予算・第１号 

１．議案第１０１号・専決処分の報告及びその

承認について（令和４年度八代市一般会計

補正予算・第８号（関係分）） 

１．議案第１０２号・指定管理者の指定につい

て（八代市有線テレビジョン放送施設等） 

１．議案第１０３号・指定管理者の指定につい

て（八代市振興センターいずみ） 

１．議案第１０４号・熊本県市町村総合事務組

合を組織する地方公共団体の数の減少及び

規約の一部変更について 

１．議案第１０６号・字の区域の変更について 

１．議案第１０８号・八代市長等の給与に関す

る条例の一部改正について 

１．議案第１０９号・八代市一般職の職員の給

与に関する条例等の一部改正について 

１．議案第１１０号・八代市個人情報の保護に

関する法律施行条例の制定について 

１．議案第１１１号・八代市営駐輪場条例の一

部改正について 

１．議案第１１２号・八代市営駐車場条例の一

部改正について 

１．議案第１１３号・八代市議会議員及び八代

市長の選挙における選挙運動の公費負担に

関する条例の一部改正について 

１．所管事務調査 

 ・行財政の運営に関する諸問題の調査 

 ・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調

査 

 （令和５年度当初予算編成方針について） 

 （令和５年度組織機構再編の概要（支所再編

等）について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  古 嶋 津 義 君 

副委員長  橋 本 貴 喜 君 

委  員  田 方 芳 信 君 

委  員  髙 山 正 夫 君 

委  員  堀   徹 男 君 

委  員  村 川 清 則 君 

委  員  山 本 敬 晃 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 財務部長       野々口 正 治 君 

  財務部次長     岩 瀬 隆 敏 君 

  財産経営課長    山 本 浩 司 君 

  財政課長      續   良 彦 君 

  財政課長補佐    米 村 寛 樹 君 

 総務企画部 
 
  デジタル推進課長 
            鋤 田 敦 信 君 
  （政策審議監担当兼務） 
 

  泉支所地域振興課長 山 本 康 博 君 

  文書統計課長    加 来 康 弘 君 

 農林水産部 

  農地整備課長    村 井 幸 治 君 

 市長公室 

  人事課長      田 中 博 己 君 

 市民環境部 
 
  市民活動政策課長 
            吉 井 光 博 君 
  （消費生活センター所長兼務） 
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部局外 
 
 選挙管理委員会事務局長 
            西 村 一 章 君 
 （公平委員会事務局長併任） 
 

                              

○記録担当書記     緒 方 康 仁 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（古嶋津義君） 改めまして、おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）それでは、定刻となり、定足数に達

しましたので、ただいまから総務委員会を開会

いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。な

お、令和２年７月豪雨に関連する予算、事件、

条例案等につきましては、特別委員会に付託と

なりますので、御承知おき願います。 

                              

◎議案第９０号・令和４年度八代市一般会計補

正予算・第１０号（関係分） 

○委員長（古嶋津義君） それでは、 初に予

算議案の審査に入ります。 

 まず、議案第９０号・令和４年度八代市一般

会計補正予算・第１０号中、当委員会関係分を

議題とし、説明を求めます。 

 それでは、歳入等及び歳出の第１款・議会

費、第２款・総務費、第１２款・諸支出金につ

いて、財務部から説明を願います。 

○財務部長（野々口正治君） 皆様、おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）財務部の野々口でございます。本日は

大変お世話になります。よろしくお願いをいた

します。 

 本日、総務委員会に付託されました議案につ

きまして、まず、予算議案の第９０号・令和４

年度八代市一般会計補正予算・第１０号の歳入

及び歳出の議会費と総務費、諸支出金並びに第

１１８号・令和４年度八代市一般会計補正予

算・第１１号の歳入を岩瀬財務部次長が、第９

５号・令和４年度八代市ケーブルテレビ事業特

別会計補正予算・第１号を関係課長が説明をい

たします。 

 また、事件議案のうち、予算の専決処分に係

ります議案第１０１号・令和４年度八代市一般

会計補正予算・第８号の歳入を岩瀬財務部次長

が、その他の事件議案の第１０２号から第１０

４号及び第１０６号、条例議案の第１０８号か

ら第１１３号の合わせて１０議案につきまして

は関係各課長が説明をいたします。どうぞよろ

しくお願いをいたします。 

○財政部次長（岩瀬隆敏君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）財務部の岩瀬でございます。よろしくお願

いいたします。失礼しまして、着座にて説明い

たします。 

 それでは、お手元のタブレットにて、議案第

９０号・令和４年度八代市一般会計補正予算・

第１０号をお願いいたします。 

 １ページをお願いします。 

 まず、第１条・歳入歳出予算の総額でござい

ますが、歳入歳出それぞれ２２億２５１０万円

を追加し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ６

８９億２６８０万円としております。 

 また、第２条で繰越明許費の補正を、第３条

で債務負担行為の補正、第４条で地方債の補正

をお願いしておりますが、内容につきましては

５ページ以降の表で説明いたします。 

 それでは、５ページをお願いいたします。 

 まず、第２表・繰越明許費補正でございます

が、本年度内の完了が見込めない事業について

繰越明許費の設定を行っております。 

 表の上段から、款２・総務費、項１・総務管

理費のうち、復興推進事業１０８１万３０００

円は、本年１０月の坂本支所等配置計画を踏ま

え、早急に県道中津道八代線の詳細設計や用地

の造成設計、用地測量を行う必要があるものの
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年度内完了が困難なこと、また、坂本支所等建

設事業（豪雨災害）４８５０万円は、被災した

坂本支所及び坂本コミュニティセンターなどの

再建に向けた基本設計や実施設計を行うところ

ですが、年度内完了が困難なためそれぞれ繰り

越すものでございます。 

 次の款３・民生費、項１・社会福祉費のう

ち、介護基盤緊急整備特別対策事業６７２０万

円及び施設開設準備経費助成特別対策事業１５

１０万２０００円は、地域の介護拠点となる地

域密着型サービス事業所であるグループホーム

２施設の整備や開設準備について、年度内の完

了が難しいことから繰り越すものでございま

す。 

 次の款５・農林水産業費では、項１・農業費

のうち、市内一円土地改良整備事業１０８１万

６０００円は、事業主体である土地改良区にお

ける工期調整や境界協議などで設計が遅れたこ

と、農地耕作条件改善事業３９２３万円は、国

の補助内示後の設計となり工期が確保できない

こと、農業水路等長寿命化・防災減災事業２５

５０万円は、令和３年度発注工事における仮設

工事の変更に伴う工法検討や国、県との協議に

日数を要したこと、また、項２・林業費の道整

備交付金事業２３３０万円は、林道水無線の測

量設計の遅れや、林道木々子日光線では、施工

箇所起点側の工事の入札不調による機械資材搬

入計画の変更により、それぞれ繰り越すもので

ございます。 

 次の款６・項１・商工費の五家荘観光施設管

理運営事業４２０万円は、五家荘の緒方家のか

やぶき屋根補修工事が入札不調となり、工期の

確保が困難となったことから繰り越すものでご

ざいます。 

 ６ページをお願いします。 

 款７・土木費、項２・道路橋梁費の市内一円

道路改良事業１億７９６３万８０００円は、入

札不調や関連工事に時間を要したことから、ま

た、項３・河川費の土砂災害危険住宅移転促進

事業８６８万円は、申請者による補助対象事業

が今年度中に完了せず年度内の補助金支払いが

困難となったことから、それぞれ繰り越すもの

でございます。 

 次の款９・教育費では、項２・小学校費のう

ち、小学校施設整備事業３２９０万円は、市内

小学校において段階的に３５人学級への移行に

伴い、八千把小学校で不足教室が生じることか

ら、多目的教室等を普通教室へ改修する工事が

年度内の完了が困難なこと、小学校施設トイレ

改修事業５５１０万円は、八千把小学校の北側

校舎トイレの洋式化や給排水管・内装の改修工

事において年度内の完了が困難なこと、また、

項３・中学校費の中学校施設整備事業４６７０

万円は、日奈久中学校における避難所として必

要なライフラインを確保するための受水槽新設

において年度内の完了が困難なことから、それ

ぞれ繰り越すものでございます。 

 次の款１０・災害復旧費、項１・農林水産業

施設災害復旧費のうち、農業施設災害復旧事業

（豪雨災害）５０９２万円及び林道施設災害復

旧事業（豪雨災害）３億２０８４万８０００円

は、いずれも関連する県などが実施する復旧工

事の入札不調の影響により繰り越すものでござ

います。 

 次の項２・公共土木施設災害復旧費のうち、

道路橋梁施設災害復旧事業（豪雨災害）５億６

６６０万円、河川施設災害復旧事業２１１７万

６０００円及び河川施設災害復旧事業（豪雨災

害）５１１０万円は、国、県等の関係機関との

協議、調整及びほかの工事との現場ふくそう等

によりそれぞれ繰り越すものでございます。 

 ７ページをお願いします。 

 第３表・債務負担行為補正でございますが、

１項目めの八代市振興センターいずみ管理運営

委託は、指定管理者への委託を行うもので、委

託先を八代市商工会とし、期間を令和４年度か
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ら令和５年度まで、限度額を６９８万７０００

円としております。 

 次のやつしろ市議会だより作成経費から、３

ページ飛びますが、１０ページ上段の表の一番

下の林道施設災害（豪雨災害）復旧工事測量設

計委託まで、議会費３件、総務費１０件、民生

費１件、衛生費７件、土木費３件、教育費１２

件、災害復旧費１件の総数３７件は、年度当初

に履行を開始する契約案件のうち契約事務に支

障を来すおそれのある案件でございまして、よ

り確実で速やかな年度当初からの履行開始に備

えるため、３月中に契約締結まで行えるよう債

務負担行為の設定を行うもので、期間をおおむ

ね令和４年度から令和５年度までとしておりま

すが、８ページ、上から３番目のマイナンバー

統合端末機器リース料は令和８年度まで、９ペ

ージ、中ほど下から６項目めの泉小中学校スク

ールバス運行業務委託は令和７年度までとし、

それぞれ期間及び限度額を設定しております。 

 次に、１０ページ、下段の表、第４表・地方

債補正でございますが、上から、土地改良事業

では、補正前の９９７０万円に２２０万円を追

加し、補正後の限度額を１億１９０万円として

おります。次の学校整備事業では、３億１４５

０万円に１億３０万円を追加して、４億１４８

０万円。 後の災害復旧事業では、９億４４９

０万円に４８３０万円を追加し、９億９３２０

万円としております。 

 なお、詳しい内容は、後ほど歳入、款２２・

市債で説明いたします。 

 続きまして、歳入の内容を説明いたします。 

 １４ページをお願いします。 

 上段の表、款１・市税、項２、目１・固定資

産税、節１・現年課税分で２億３８０４万８０

００円を追加しております。今回の補正予算の

一般財源とするものでございます。 

 次に、中段の表、款１５・国庫支出金、項

１・国庫負担金、目３・災害復旧費国庫負担

金、節１・公共土木施設災害復旧費負担金で２

３９２万８０００円を追加しております。 

 ここで訂正がございます。説明欄の内容につ

きまして記載誤りがございました。大変申し訳

ございません。訂正内容はお手元の正誤表の１

ページのとおりとなりますが、正しくは、この

正誤表の上半分に記載するとおりでございまし

て、これで御確認いただきますと、内容としま

しては、道路橋梁施設災害復旧費負担金７７１

万６０００円及び道路橋梁施設災害復旧費負担

金（過年度分）２０８万８０００円は、平成３

０年及び令和元年に被災した市道腰越～平線に

ついて、県の治山工事の完了に伴う市道部分の

土砂撤去に要する経費に係るもの、また、河川

施設災害復旧費負担金１４１２万４０００円

は、令和４年７月の大雨で被災した野田川及び

箱石川の災害復旧工事に係る経費に係る国の負

担金で、交付率はいずれも６６.７％でござい

ます。 

 それでは、予算書にまた戻っていただきまし

て、次に下段の表になります。 

 項２・国庫補助金、目１・総務費国庫補助

金、節１・総務管理費補助金で６８２２万７０

００円を追加しております。 

 内訳としまして、説明欄の上から、新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金６４

８９万２０００円は、コロナ禍における物価高

騰対策として、高齢者施設、延べ５５６施設、

障害者施設、延べ１４８施設、放課後児童クラ

ブ、子育て支援センター、合計３９施設、私立

保育所、幼稚園、認定こども園など、合計５７

施設、これらの事業者に対して、事業の安定的

な運営を支援するために必要な対象経費の一部

に係る国の補助金でございます。 

 次のマイナンバーカード交付事務費補助金２

６０万３０００円は、マイナンバーカード申請

や交付事務の増加に伴う会計年度任用職員の雇

用として、また、一番下の社会保障・税番号制
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度システム整備費補助金７３万２０００円は、

国の戸籍情報連携システムに接続する生体認証

装置やスキャナー装置などの導入に必要な経費

に係る国の補助金で、交付率はいずれも１０分

の１０でございます。 

 １５ページをお願いいたします。 

 上段の表、目２・民生費国庫補助金で３２５

８万３０００円を追加しておりますが、節１・

社会福祉費補助金３１１３万１０００円のう

ち、地域介護・地域福祉空間整備等交付金２１

１３万１０００円は、高齢者施設の防災・減災

対策を行う２施設の施設整備に係る対象経費に

対する国の交付金で、交付率は１０分の１０で

ございます。 

 次の新型コロナウイルス感染症セーフティー

ネット強化交付金１０００万円は、生活困窮者

自立支援金について、申請期限が令和４年９月

３０日から同年１２月３１日へ延長されたこと

から支給額の増加分に対する国の交付金で、交

付率は１０分の１０でございます。 

 次の節３・生活保護費補助金の社会保障・税

番号制度システム整備費補助金１４５万２００

０円は、令和６年３月から運用開始予定の医療

扶助のオンライン資格確認について、システム

改修に要する経費に係る国の補助金で、交付率

は１０分の１０でございます。 

 次の目５・教育費国庫補助金では、３２８５

万２０００円を追加しておりますが、節２・小

学校費補助金１８４１万８０００円のうち、小

学校施設整備事業補助金５９９万３０００円

は、先ほど繰越明許費補正のところでも申しま

したが、段階的に３５人学級へ移行することに

伴い、八千把小学校において多目的教室等を普

通教室へ改修する工事に係る経費の一部に対す

るもの、また、小学校施設トイレ改修事業補助

金１２４２万５０００円は、八千把小学校北側

校舎のトイレについて、洋式化や給排水管、内

装の改修工事に係る経費の一部に対するもの、

さらに、次の節３・中学校費補助金の中学校施

設整備事業補助金１４４３万４０００円は、日

奈久中学校における受水槽新設に要する経費の

一部に対する国の補助金で、交付率はそれぞれ

３分の１でございます。 

 次に、下段の表、款１６・県支出金、項１・

県負担金、目１・民生費県負担金、節４・災害

救助費負担金の災害救助費負担金１５３９万９

０００円は、本年９月の台風１４号の襲来に伴

い開設した避難所に係る経費に対する県の負担

金で、交付率は１０分の１０でございます。 

 １６ページをお願いいたします。 

 上段の表になります。項２・県補助金、目

２・民生費県補助金、節１・社会福祉費補助金

で、８８４８万９０００円を追加しておりま

す。 

 ここでも訂正がございます。重ねておわび申

し上げます。訂正内容は、お手元の正誤表２ペ

ージのとおりとなりますが、正しくはこの正誤

表の上半分に記載するとおりでございまして、

これで御確認いただきますと、内訳としまして

は、小規模法人のネットワーク化による協働推

進等事業補助金２６８万７０００円は、八代圏

域住宅型有料老人ホーム連絡協議会が、災害時

要援護者となる高齢者の生活支援、介護人材の

確保・定着などの地域課題に対する講演会や研

修会の経費を補助する県の補助金で、交付率は

１０分の１０でございます。 

 次の介護基盤緊急整備特別対策事業補助金７

０７０万円及び施設開設準備経費助成特別対策

事業補助金１５１０万２０００円は、先ほど繰

越明許費補正のところでも申しましたが、認知

症高齢者グループ２施設及び特別養護老人ホー

ム１施設の事業所の整備や、開設準備に要する

対象となる経費の一部を補助する県の補助金

で、交付率は１０分の１０でございます。 

 それでは、また予算書のほうに戻っていただ

きまして、次の節２・児童福祉費補助金の物価
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高騰対策事業補助金３８０万５０００円は、先

ほど国庫支出金で申しました物価高騰対策支援

のうち、私立保育所、私立幼稚園、認定こども

園等への支援に要する経費の一部に係る県の補

助金で、交付率は２分の１でございます。 

 次に、目４・農林水産業費県補助金、節１・

農業費補助金で１９０２万６０００円のうち、

説明欄の上から、いぐさ・畳表生産体制強化支

援対策事業補助金２８万円は、燃油消費削減及

びイグサ乾燥機の長寿命化を図るため、千丁町

の１利用組合に必要となる対象経費に対するも

の、また、園芸・特産事業者緊急支援事業費補

助金１１１４万３０００円は、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大に影響を受けた八代地域農業

協同組合園芸部など、園芸・特産品目の４事業

体、３４戸の生産者に対して、省エネや、肥

料・資材の低減につながる新たな取組に必要な

対象経費の一部を補助する県の補助金で、交付

率はいずれも１０分の１０でございます。 

 その下、土地改良施設突発事故復旧事業費補

助金７６０万３０００円は、八代平野北部土地

改良区が管理している郡築大硴排水機場のポン

プの一部が故障したことから修繕費用の一部を

補助する県の補助金で、交付率は８５分の６４

でございます。 

 次の目５・土木費県補助金、節３・河川費補

助金の土砂災害危険住宅移転促進事業補助金９

００万円は、土砂災害特別警戒区域、いわゆる

レッドゾーン内に居住する方の安全な地域への

移転を促進するため、移転費用の一部について

１件当たり３００万円を上限として補助する経

費に係る県の補助金で、交付率は１０分の１０

でございます。 

 次に、下段の表、款１８、項１・寄附金、目

１・総務費寄附金、節１・総務管理費寄附金の

ふるさと元気づくり応援寄附金１１億円は、ふ

るさと元気づくり応援寄附金が当初の予定を大

幅に上回る見込みであるため、追加して補正す

るものでございます。 

 次の目６、節１・商工費寄附金の九州地域づ

くり協会防災備品整備寄附金９８万円は、一般

社団法人九州地域づくり協会への、防災拠点と

なる道の駅への寄附金に採択されたことから、

道の駅東陽の防災備品を整備する経費に係る財

源として、新たに追加して補正するものでござ

います。 

 １７ページをお願いいたします。 

 上段の表になります。款１９・繰入金、項

１・基金繰入金、目１６、節１・八代市スポー

ツ振興基金繰入金は、９９万円を追加しており

ます。これは、東京２０２０オリンピック・パ

ラリンピック競技大会に参加した国・地域と相

互に交流するホストタウン事業に関する交流計

画に基づき、相手国である台湾を訪問する本市

と台湾のバドミントンジュニア選手の総合交流

に係る経費の一部として繰り入れるものでござ

います。 

 次の目１９、節１・財政調整基金繰入金で１

２００万円は、今回の補正予算の一般財源とす

るものでございます。 

 次に、下段の表、款２０、項１、目１、節

１・繰越金は、４億２８９７万３０００円を追

加しております。これも今回の補正予算の一般

財源とするものでございます。 

 １８ページをお願いいたします。 

 款２２、項１・市債、目４・農林水産業債、

節１・農業債で、土地改良施設突発事故復旧事

業２２０万円は、先ほど県補助金で申しました

郡築大硴排水機場のポンプの修繕に要する経費

に充てるもので、充当率９０％の公共事業等債

でございます。 

 次の目８・教育費、節１・小学校債で６８１

０万円のうち、説明欄の上から、小学校施設整

備事業２５５０万円は、先ほど国庫補助金で申

しました、３５人学級へ移行することに伴い、

八千把小学校において他の多目的教室等を普通
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教室へ改修する工事に係る経費の一部に充てる

もので、充当率９５％の合併特例債でございま

す。 

 次の小学校施設トイレ改修事業４２６０万円

は、先ほど国庫補助金で申しました、八千把小

学校北側校舎のトイレ改修工事に係る経費の一

部に充てるもので、充当率１００％の防災・減

災・国土強靱化緊急対策事業債でございます。 

 さらに、次の節２・中学校債の中学校施設整

備事業３２２０万円は、これも先ほど国庫補助

金で申しました、日奈久中学校における受水槽

新設に係る経費の一部に充てるもので、これも

充当率１００％の防災・減災・国土強靱化緊急

対策事業債でございます。 

 次に、目９・災害復旧債では４８３０万円を

追加しておりますが、節２・公共土木施設災害

復旧債１１８０万円のうち、説明欄の上から、

道路橋梁施設災害復旧事業４８０万円は、先ほ

ど国庫負担金で申しました、市道の腰越～平線

の土砂撤去に要する経費の一部に充てるもの

で、充当率１００％の補助災害復旧事業債でご

ざいます。 

 次の河川施設災害復旧事業７００万円は、先

ほど国庫負担金で申しました、野田川、箱石川

の災害復旧工事に係る経費の一部に充てるもの

で、充当率１００％の災害復旧事業債でござい

ます。 

 次に、節４・その他公共・公用施設災害復旧

債の坂本支所等建設事業３６５０万円は、坂本

支所及びコミュニティセンター等の再建に向け

た実施設計や地質調査等の委託業務に係る経費

の一部に充てるもので、充当率１００％の単独

災害復旧事業債でございます。 

 以上が歳入の説明でございます。 

 続きまして、１９ページをお願いします。 

 歳出でございます。 

 まず、人件費以外の分について説明いたしま

す。 

 下段の表、款２・総務費、項１・総務管理

費、目１・一般管理費では、説明欄の３つ目、

ふるさと納税事業として６億２５８０万７００

０円を追加しております。これは、先ほど歳入

の寄附金で申しました、ふるさと元気づくり応

援寄附金が当初予定を上回る見込みであるた

め、寄附金に関連して発生する経費である特産

品などのふるさと納税謝礼やふるさと納税委託

料などの不足額について、節７・報償費４億６

７８万円から節１２・委託料２億９６９万２０

００円までを追加するものでございます。 

 その下、目４・財産管理費では、説明欄２つ

目、市庁舎管理運営事業のうち、千丁支所で４

５１万２０００円、鏡支所で６０３万５０００

円、東陽支所で６４万９０００円、泉支所で１

０３万３０００円を追加しております。これ

は、燃油価格高騰に伴う電気料の不足額につい

て、節１０・需用費１２２２万９０００円を追

加するものでございます。 

 ２０ページをお願いします。 

 上段の表、３項目め、目１１・諸費では、節

２２・償還金利子及び割引料４億４３７８万１

０００円を追加しております。これは、過年度

の国県支出金等の精算に伴い超過交付分を返還

するものでございます。なお、主なものとしま

しては、新型コロナウイルス感染症ワクチン接

種関係、これが１億８５１７万３０００円、生

活保護費関係７８０６万８０００円などでござ

います。 

 次の目１３・支所建設費は、令和２年７月豪

雨に関する特別委員会の所管のため省略いたし

まして、２１ページをお願いいたします。 

 上段の表、項３、目１・戸籍住民基本台帳費

で、説明欄の２つ目の番号制度導入事業２６０

万３０００円は、マイナンバーカードの申請交

付事務の増加に伴い会計年度任用職員を雇用す

る経費でございます。 

 また、説明欄の３つ目の、戸籍住民基本台帳
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事務事業７３万２０００円は、先ほど歳入の国

庫補助金でも申しました、国の戸籍情報連携シ

ステムに接続する生体認証装置やスキャナー装

置を導入するものでございます。 

 次に、大きく飛びまして、３６ページをお願

いいたします。 

 下段の表になります。款１２・諸支出金、項

１・基金費、目４・ふるさと八代元気づくり応

援基金費は、節２４・積立金４億７４１９万３

０００円を追加し、ふるさと八代元気づくり応

援基金に積み立てるものでございます。これは

先ほど歳入の諸収入で申しました、ふるさと元

気づくり応援寄附金が当初予定を上回る見込み

であるため、返礼品等の経費などを差し引いた

増額分を積み立てるものでございます。 

 人件費以外は以上でございますが、続いて人

件費の分について説明いたします。 

 個別の説明に入ります前に、今回の人件費の

補正の概要について触れますと、今回の人件費

補正予算の主な要因としましては、人事院勧告

に伴う給与改定分の補正と、人事異動等に伴う

給料、諸手当の増減、育児休業及び退職による

影響分、共済組合負担金の率改定による影響分

によるものでございます。 

 それでは、人件費について歳出予算の説明を

いたします。 

 戻っていただきまして、１９ページをお願い

いたします。 

 まず、上段の表、款１・議会費ですが、項

１、目１・議会費で、８１万６０００円を追加

しております。節１・報酬から節４・共済費ま

で、議員２８人分の議員報酬改定及び一般職１

人増の１１人分の人事異動や給与改定等による

影響額でございます。 

 次に、下段の表、款２・総務費でございま

す。項１・総務管理費、目１・一般管理費で

は、先ほど説明しましたふるさと納税事業を除

く部分となりますが、説明欄の上から、特別

職・一般職２５７６万５０００円は、特別職２

人分の特別職給与改定及び一般職２人減の２１

６人分の人事異動や給与改定、育児休業等によ

る影響分、説明欄２つ目の職員給与経費（台風

１４号）１５３９万９０００円は、台風１４号

襲来による警戒態勢等における水防手当を含む

時間外勤務手当などでございます。 

 次の目４・財産管理費では、先ほど説明しま

した市庁舎管理運営事業を除く部分となります

が、説明欄１つ目の一般職９人分の人事異動や

給与改定等によるもので、９万４０００円を減

額しております。 

 ２０ページをお願いします。 

 目７・交通防犯対策費では、５７８万７００

０円を減額しております。一般職１人減の３人

分の人事異動や給与改定等によるものでござい

ます。 

 次の目８・人権啓発費では、４８７万８００

０円を減額しております。一般職１１人分の人

事異動や給与改定等によるものでございます。 

 次の目１１・諸費、その次の目１３・支所建

設費は先ほど触れましたので、飛びまして、下

段の表、項２・徴税費、目１・税務総務費で

は、２２３８万円を減額しております。一般職

５人減の７２人分の人事異動や給与改定等によ

るものでございます。 

 ２１ページをお願いします。 

 上段の表、項３、目１・戸籍住民基本台帳費

では、先ほど説明しました番号制度導入事業及

び戸籍住民基本台帳事務事業を除く部分となり

ますが、説明欄１つ目の一般職９５９万１００

０円は、一般職３人増の３２人分の人事異動や

給与改定等によるものでございます。 

 次に、下段の表、項４・選挙費、目１・選挙

管理委員会費では、２２９万３０００円を減額

しております。一般職１人減の６人分の人事異

動や給与改定等によるものでございます。 

 ２２ページをお願いします。 



 

－9－

 上段の表、項５・統計調査費、目１・統計調

査総務費で、５０２万１０００円を減額してお

ります。一般職３人分の人事異動や給与改定等

によるものでございます。 

 次に、中段の表、項６・目１・監査委員費

で、５９万９０００円を減額しております。特

別職１人分の特別職給与改定、一般職５人分の

人事異動や給与改定等によるものでございま

す。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。質疑ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） ないようであります

ので、以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。意見あり

ませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第９０号・令和４年度八代市一般会計補

正予算・第１０号中、当委員会関係分について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１１８号・令和４年度八代市一般会計

補正予算・第１１号（関係分） 

○委員長（古嶋津義君） 次に、議案第１１８

号・令和４年度八代市一般会計補正予算・第１

１号中、当委員会関係分を議題とし、説明を求

めます。 

 それでは、歳入等について財務部から説明を

願います。 

○財政部次長（岩瀬隆敏君） 財務部の岩瀬で

ございます。引き続きよろしくお願いいたしま

す。失礼しまして、着座にて説明させていただ

きます。 

 それでは、お手元のタブレットにて、議案第

１１８号・令和４年度八代市一般会計補正予

算・第１１号をお願いいたします。 

 これは、新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金を活用し、コロナ禍における市

民や事業者への燃油高騰対策や経済対策などを

拡充するため、農林水産業関連、商工関連など

の経費を追加するものでございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 まず、第１条・歳入歳出予算の総額でござい

ますが、歳入歳出それぞれ３億５４０万円を追

加し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ６９２

億３２２０万円としております。 

 また、第２条で繰越明許費の補正をお願いし

ておりますが、内容につきましては５ページの

表で説明いたします。 

 それでは５ページをお願いいたします。 

 まず、第２表・繰越明許費補正でございます

が、本年度内の完了が見込めない事業について

繰越明許費の設定を行っております。 

 表の上段から、款５・農林水産業費、項１・

農業費のうち、新型コロナウイルス感染症対策

事業（施設園芸燃油価格高騰対策）１億５００

５万７０００円は、コロナ禍における燃油価格

高騰が続いていることから、燃油を使用する施

設園芸農家の負担を軽減するため燃油購入に係

る経費の一部を補助するもので、令和４年度末

までに購入した燃油を対象とすることから年度

内完了が困難なこと、また、次の新型コロナウ

イルス感染症対策事業（デジタルプレミアム商

品券）５億９５００万円は、コロナ禍における

市民及び事業者の皆様をさらに支援することを

目的に、現在実施しているデジタルプレミアム

商品券の実施期間を延長し、追加発行を行うも
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ので、年度内完了が困難なためそれぞれ繰り越

すものでございます。 

 続きまして、総務委員会付託分について、歳

入のみとなりますが説明いたします。 

 ９ページをお願いいたします。 

 上段の表ですが、款１５・国庫支出金、項

２・国庫補助金、目１・総務費国庫補助金、節

１・総務管理費補助金で、新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金３億１３９万３

０００円を追加しております。 

 内訳としましては、３事業ございまして、先

ほど繰越明許費の補正でも申しました、施設園

芸燃油価格高騰対策として、燃油を使用する施

設園芸農家の負担を軽減するため、令和４年９

月１日から令和５年３月３１日までに購入した

燃油１リットル当たり５円を補助する事業とし

て１億５００５万７０００円、また、デジタル

プレミアム商品券として、プレミアム率４０％

を上乗せした１セット１万４０００円のデジタ

ルプレミアム商品券を１万円で本市民に販売す

る事業におきまして、現在の使用期限である令

和５年１月３１日を同年６月３０日まで延長

し、アプリ版商品券とカード版商品券を追加販

売する事業として１億５０００万円、これら事

業に必要な経費の全額を補助するもの、並び

に、幼稚園端末整備として、国の補助内示を受

け、公立幼稚園６園における事務の効率化によ

る職員の負担軽減及び教育の質の向上を図るた

め、ＩＣＴの導入に必要なタブレットパソコン

購入などの事業に必要な経費の一部を補助する

ものでございます。 

 次に、下段の表、款１６・県支出金、項２・

県補助金、目７・教育費県補助金、節５・幼稚

園費補助金で、園務改善のためのＩＣＴ化支援

事業補助金４００万７０００円を追加しており

ます。 

 これは、ただいま申しました、公立幼稚園６

園におけるタブレットパソコン購入などの事業

に必要な経費の一部を補助する県の補助金で、

交付率は４分の３でございます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたらお願いします。意見あり

ませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１１８号・令和４年度八代市一般会計

補正予算・第１１号中、当委員会関係分につい

ては、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を

求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午前１０時５２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時５３分 本会） 

◎議案第９５号・令和４年度八代市ケーブルテ

レビ事業特別会計補正予算・第１号 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、議案第９５号・令和４年度八代市ケー

ブルテレビ事業特別会計補正予算・第１号を議

題とし、説明を求めます。 

○デジタル推進課長（政策審議監担当兼務）

（鋤田敦信君） おはようございます。（｢お

はようございます」と呼ぶ者あり）デジタル推

進課の鋤田でございます。よろしくお願いいた

します。座って説明をさせていただきます。 

 それでは、議案第９５号・令和４年度八代市
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ケーブルテレビ事業特別会計補正予算・第１号

について説明をさせていただきます。 

 今回の補正予算でございますが、八代市有線

テレビジョン放送施設等、すなわちケーブルテ

レビ放送施設等につきましては、令和４年４月

１日から、夕葉町にありますテレビやつしろ株

式会社を指定管理者として指定管理委託を行っ

てまいりましたが、令和５年３月３１日をもっ

て１年間の契約満了となりますことから、令和

５年度の指定管理委託を行うため債務負担行為

の設定を行うものでございます。 

 それでは、令和４年度八代市ケーブルテレビ

事業特別会計補正予算書・第１号の１ページを

お願いいたします。 

 今回は、第１条にありますように、債務負担

行為の設定をお願いするものでございます。 

 ２ページ目をお願いいたします。 

 今回、債務負担行為として、八代市有線テレ

ビジョン放送施設管理運営委託について、期間

を令和５年度まで委託するものとし、限度額を

２０９１万９０００円としております。限度額

である委託料につきましては、人件費や施設の

維持管理費など、事業を行うために、必要経費

から各世帯から御利用になられますケーブルテ

レビやインターネットの利用料金など事業収入

を差し引いた額を委託料として算出をしており

ます。 

 本来であれば、複数年の債務負担行為を設定

するところではございますが、本年度中に坂本

地区に光ブロードバンドが開通する予定であ

り、来年度以降、当該地区においてケーブルテ

レビインターネットの利用者の変動が予想さ

れ、複数年の委託料の設定が困難でありますの

で、今回は令和５年度までの債務負担の設定を

お願いするものです。 

 説明は以上でございます。御審議よろしくお

願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（堀 徹男君） １点だけ。坂本方面で

の、何というか、光ブロードバンド、それの見

込みというのはもう大体想像がついているんで

すか。今、おっしゃったように。 

○デジタル推進課長（政策審議監担当兼務）

（鋤田敦信君） 本年度内に一応整備完了予定

という予定で今進んでおります。 

○委員（堀 徹男君） それで視聴者の方がそ

っちに乗り換えるよというような見込みがもう

立っているということでよろしいですかね。 

○デジタル推進課長（政策審議監担当兼務）

（鋤田敦信君） 光ブロードバンドにつきまし

ては、あくまでもインターネットの利用回線で

すので、整備が完了後、地域の方々にお知らせ

をしまして、そこから地域の方々が民間へのプ

ロバイダーに申込みをされます。ですから、来

年度以降、徐々に現在のケーブルテレビのイン

ターネットから民間のインターネットサービス

に移行していくというような流れですので、基

本的には 終的には皆さんそちらのほうに移行

していただく方向でお知らせをしていくという

ような流れでございますが、いきなりどんと

は、なかなかですね、変化ございませんので、

徐々に移行していただけるものというふうに私

どもとしては思っているところでございます。 

○委員（堀 徹男君） いや、自分はどうして

もケーブルテレビのインターネットのままがい

いとおっしゃる方も残る可能性はあるというこ

とですか。それはない。 

○デジタル推進課長（政策審議監担当兼務）

（鋤田敦信君） インターネットですね、ケー

ブルテレビのインターネットをそのまま利用し

たいという方もいらっしゃるかもしれませんけ

れども、うちとしては、 終的には皆さん、こ

の光ブロードバンドのインターネットを御利用

していただくということを進めていくというこ



 

－12－

とになると思います。 

○委員長（古嶋津義君） いいですか。 

○委員（堀 徹男君） いいです。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第９５号・令和４年度八代市ケーブルテ

レビ事業特別会計補正予算・第１号について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午前１０時５９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時０１分 本会） 

◎議案第１０１号・専決処分の報告及びその承

認について（令和４年度八代市一般会計補正予

算・第８号（関係分）） 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、事件議案の審査に入ります。 

 議案第１０１号・令和４年度八代市一般会計

補正予算・第８号中、当委員会関係分に係る専

決処分の報告及びその承認についてを議題と

し、説明を求めます。 

○財政部次長（岩瀬隆敏君） 財務部の岩瀬で

ございます。よろしくお願いいたします。失礼

しまして、着座にて説明いたします。 

 それでは、お手元のタブレットにて、議案書

の３ページをお願いいたします。 

 議案第１０１号・専決処分の報告及びその承

認についてでございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 専決第７号・令和４年度八代市一般会計補正

予算・第８号で、内容は、国の電力・ガス・食

料品等価格高騰重点支援地方交付金、いわゆる

重点交付金を活用することで、肥料価格や飼料

価格の高騰に伴う農家の負担と不安軽減を早急

に図るため、１０月２５日付で専決処分を行っ

たものでございます。 

 それでは、７ページをお願いいたします。 

 第１条・歳入歳出予算の総額でございます

が、歳入歳出それぞれ１億２６００万円を追加

し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ６６５億

９６００万円としております。 

 それでは、総務委員会付託分について、歳入

のみとなりますが説明いたします。 

 １２ページをお願いいたします。 

 上段の表になります。款１５・国庫支出金、

項２・国庫補助金、目１・総務費国庫補助金、

節１・総務管理費補助金で、新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金１億２６００

万円を追加しております。これは、肥料価格の

高騰に伴う農家の負担軽減のため、国の補助制

度に上乗せして前年度からの肥料費の上昇分の

一部１５％の補助として９３００万円、また、

配合飼料価格の高騰に伴う市内に本社事業所を

置く畜産農家の負担軽減を図るため、配合飼料

１トン当たり５０００円の補助として３３００

万円、これらに必要な経費の全額に対する国の

交付金でございます。 

 以上で説明を終わります。御承認のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質
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疑を終了いたします。 

 意見がありましたらお願いいたします。意見

ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０１号・令和４年度八代市一般会計

補正予算・第８号中、当委員会関係分について

は、承認するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は承認されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午前１１時０５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時０６分 本会） 

◎議案第１０２号・指定管理者の指定について

（八代市有線テレビジョン放送施設等） 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１０２号・八代市有線テレビジ

ョン放送施設等に係る指定管理者の指定につい

てを議題とし、説明を求めます。 

○デジタル推進課長（政策審議監担当兼務）

（鋤田敦信君） デジタル推進課の鋤田でござ

います。よろしくお願いいたします。座って説

明させていただきます。 

 お手元の議案書の１３ページをお願いいたし

ます。 

 議案第１０２号・指定管理者の指定について

御説明いたします。 

 先ほど補正予算でも御説明いたしました、八

代市有線テレビジョン放送施設等、すなわちケ

ーブルテレビ放送施設等につきましては、令和

４年４月１日から令和５年３月３１日までの１

年間、テレビやつしろ株式会社を指定管理者と

して指定管理委託を行ってまいりましたが、契

約満了となりますことから、令和５年度におい

ても指定管理継続のため、公募により指定管理

者の募集を行った結果、一社から応募があり、

指定管理候補者として選定をいたしました。 

 提案理由でございますが、本市が設置します

公の施設の指定管理者を指定するには、地方自

治法第２４４条の２第６項の規定により議会の

議決を得る必要があるためでございます。 

 内容でございますが、１、公の施設の名称

は、八代市有線テレビジョン放送施設等でござ

います。 

 ２、指定管理者となります団体の名称は、テ

レビやつしろ株式会社。 

 ３、団体の所在地は、八代市夕葉町３番地７

でございます。 

 ４、指定の期間は、令和５年４月１日から令

和６年３月３１日までの１年間となっておりま

す。 

 今回の指定管理者選任につきましては、９名

の委員による指定管理者候補者選定委員会で審

査・評定を行っていただきました。 

 評点は、１００点満点中７９.１点となり、

選定基準でございます６０点以上でございまし

たので、候補者として選定したものでございま

す。 

 説明は以上でございます。御審議よろしくお

願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたらお願いします。意見はあ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０２号・八代市有線テレビジョン放

送施設等に係る指定管理者の指定については、
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可決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

件は可決されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午前１１時０９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時０９分 本会） 

◎議案第１０３号・指定管理者の指定について

（八代市振興センターいずみ） 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１０３号・八代市振興センター

いずみに係る指定管理者の指定についてを議題

とし、説明を求めます。 

○泉支所地域振興課長（山本康博君） 泉支所

地域振興課の山本でございます。よろしくお願

いいたします。それでは、着座にて説明させて

いただきます。 

 議案書の１５ページをお願いいたします。 

 議案第１０３号・指定管理者の指定について

説明させていただきます。 

 当課が所管いたします八代市振興センターい

ずみにつきましては、現在、八代市商工会を指

定管理者として指定管理委託を行っております

が、令和５年３月３１日に契約満了となります

ことから、令和５年度においても指定管理継続

のため、公募により指定管理者の募集を行った

結果、一社から応募があり、指定管理候補者と

して選定いたしました。 

 提案理由でございますが、本市が設置します

公の施設の指定管理者を指定するには、地方自

治法第２４４条の２第６項の規定により、議会

の議決を経る必要があるためでございます。 

 内容でございますが、１、公の施設の名称

は、八代市振興センターいずみでございます。 

 ２、指定管理者となります団体の名称は、八

代市商工会。 

 ３、団体の所在地は、八代市鏡町４６０番地

３でございます。 

 ４、指定の期間につきましては、令和５年４

月１日から令和６年３月３１日までの１年間で

ございます。 

 今回の指定管理者選任につきましては、８名

の委員による指定管理者候補者選定委員会で審

査・評定を行っていただきました。 

 評定につきましては、１００点満点中８１.

４点となり、選定基準であります６０点以上で

ございましたので、候補者として選定いたした

ものでございます。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 指定の期間を１年間と

された理由は何だったのでしょうか。 

○泉支所地域振興課長（山本康博君） 八代市

振興センターいずみは貸館の施設であります。

少子高齢化の影響により施設利用者が年々減少

しているというところですね。 

 それとまた、近隣に類似施設であります泉コ

ミュニティセンターも立地しております。八代

市振興センターいずみを取り巻く環境が少しず

つ変わってきているというところもありまし

て、現在、八代市振興センターいずみの利活用

において検討しておるところでございます。 

 本施設が泉支所の近隣に位置していることか

ら、指定管理者の期間をこれまでの３年から１

年にいたしまして、泉支所の移転を含めた今後

の施設管理について総合的に判断していき、検

討していきたいと考えているところでございま

す。 

○委員長（古嶋津義君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質
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疑を終了いたします。 

 意見がありましたらお願いします。意見あり

ませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０３号・八代市振興センターいずみ

に係る指定管理者の指定については、可決する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

件は可決されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午前１１時１４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時１５分 本会） 

◎議案第１０４号・熊本県市町村総合事務組合

を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の

一部変更について 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１０４号・熊本県市町村総合事

務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び

規約の一部変更についてを議題とし、説明を求

めます。 

○財産経営課長（山本浩司君） 財産経営課の

山本でございます。よろしくお願いいたしま

す。着座しまして御説明をさせていただきま

す。失礼します。 

 タブレット端末の議案書の１７ページを御覧

願います。 

 本市も構成団体となっております熊本県市町

村総合事務組合につきまして、他の構成団体の

一つであります菊池環境保全組合が、令和５年

３月３１日に解散し、令和５年４月１日から菊

池広域連合に統合されることに伴い、熊本県市

町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数

の減少及び規約の一部変更について、地方自治

法第２９０条の規定により、構成団体の同文議

決を求めるものでございます。 

 以上で御説明を終わります。御審議よろしく

お願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。意見はあ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０４号・熊本県市町村総合事務組合

を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の

一部変更については、可決するに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

件は可決されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午前１１時１７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時１７分 本会） 

◎議案第１０６号・字の区域の変更について 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１０６号・字の区域の変更につ

いてを議題とし、説明を求めます。 

○農地整備課長（村井幸治君） 農地整備課、

村井でございます。よろしくお願いいたしま

す。着座にて御説明させていただきます。 

 それでは、議案第１０６号・字の区域の変更

について御説明いたします。 

 資料は、御提出しております字の区域の変更

についてですが、２ページ目が位置図、場所は

文政小学校の西側で県道八代不知火線沿いに広

がる一帯でございます。 
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 ３ページと４ページが字界の変更図、５ペー

ジから１０ページがその詳細図となります。３

ページは変更前、４ページは変更後の図面で

す。 

 変更前と比べて変更後のほうは土地の区画が

すっきりしたような形になっているということ

が分かると思います。 

 各図面に字界を変更する箇所を赤線で示して

おります。 

 ５ページからの詳細図は変更箇所の図面を拡

大したものでございます。黒線が変更前の字

界、赤線が変更後の字界です。 

 鏡町の貝洲地区におきましては、県営事業に

て貝洲地区経営体育成基盤整備事業が平成２８

年度から令和４年度までの予定で実施されてお

りますが、工事に関しましては令和３年度に完

了しております。現在、換地処分等における手

続を行っているところでございます。 

 事業内容としましては、区画整理が２５.９

ヘクタール、用水路３.６キロメートル、排水

路１.８キロメートル、農道１.２キロメートル

などとなっておりますが、農地の区画の変更

や、用排水、農道の整備を行うに伴い、字界の

変更が生じたものでございます。 

 変更の主なものとして、鏡町貝洲字２８番

割、２９番割、３０番割の西側の字界が東側へ

１９.５センチから９６センチの移動、３６番

割北側の字界が南側へ１０８.５センチの移動

となっております。 

 八代市の区域内の字の区域を変更するには、

地方自治法第２６０条第１項の規定により、議

会の議決を得る必要があることから、今回お諮

りしたところでございます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（堀 徹男君） すいません、後学のた

めに教えていただきたいんですけど、１４セン

チとか６.５センチの移動というのは、測量か

何かした結果ですか。今やっている地籍調査。 

○農地整備課長（村井幸治君） これは、もと

もと地籍調査できっちり区域とかは座標にて出

ているんですけども、それで今度は新たにまた

座標で求めますものですから、ミリ単位という

かその辺の細かい区域まで出ていることになっ

ております。 

○委員（堀 徹男君） ありがとうございまし

た。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。意見あり

ませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０６号・字の区域の変更について

は、可決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

件は可決されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午前１１時２１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時２３分 本会） 

◎議案第１０８号・八代市長等の給与に関する

条例の一部改正について 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、条例議案の審査に入ります。 

 まず、議案第１０８号・八代市長等の給与に

関する条例の一部改正についてを議題とし、説

明を求めます。 

○人事課長（田中博己君） 人事課の田中でご
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ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。

着座にて説明させていただきます。 

 議案第１０８号・八代市長等の給与に関する

条例の一部改正について。 

 議案書は２９ページでございます。また、議

案書とは別の資料、右肩に議案第１０８号関係

資料と記載されているものを使って説明させて

いただきます。 

 それでは、資料の１ページをお願いいたしま

す。 

 まず、改正の趣旨でございますが、人事院勧

告に基づき、特別職の国家公務員の給与改定に

準じまして、市長、副市長、教育長及び常勤の

監査委員の期末手当の支給月数を改定するため

に必要な条例の改正を行うものでございます。 

 次に、改正の概要を説明させていただきま

す。 

 期末手当の年間支給月数を現行の３.２５月

分から３.３月分へ、０.０５月分引き上げるも

のでございます。 

 引上げは、令和４年度におきましては、今度

の１２月に支給する予定の期末手当から行い、

支給月数は１.６２５月から１.６７５月と、改

正条例の第１条において規定しております。 

 令和５年度以降におきましては、国に準じ

て、６月と１２月が均等になるよう支給月数を

１.６５月とし、改正条例の第２条にて規定し

ております。 

 次に、施行期日でございますが、施行期日は

２段階に設定されております。 

 まず、第１条に規定しております令和４年度

の１２月に支給する期末手当については、公布

の日から施行し、令和４年１２月１日から適用

することとしております。 

 また、第２条に規定しております令和５年度

以降に支給する期末手当については、令和５年

４月１日からの施行としております。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。ありませんですね。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたらお願いします。意見あり

ませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０８号・八代市長等の給与に関する

条例の一部改正については、原案のとおり決す

るに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１０９号・八代市一般職の職員の給与

に関する条例等の一部改正について 

○委員長（古嶋津義君） 次に、議案第１０９

号・八代市一般職の職員の給与に関する条例等

の一部改正についてを議題とし、説明を求めま

す。 

○人事課長（田中博己君） 人事課の田中でご

ざいます。引き続きよろしくお願いいたしま

す。着座にて説明させていただきます。 

 議案第１０９号・八代市一般職の職員の給与

に関する条例等の一部改正について御説明いた

します。 

 議案書は３１ページでございます。また、議

案書と別になっております資料、右肩に議案第

１０９号関係資料を使って説明させていただき

ます。 

 それでは、資料の１ページをお願いいたしま

す。 

 まず、改正の趣旨でございますが、人事院勧
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告に基づく一般職の国家公務員の給与改定に準

じ、一般職の職員の給料月額及び期末勤勉手当

の支給月数を改定するために必要な条例の改正

を行うものでございます。 

 次に、改正の概要でございます。 

 （１）八代市一般職の職員の給与に関する条

例の一部改正についてでございます。 

 ①給料表の改定につきましては、国家公務員

に適用される給料表の改定に準じて改定するも

ので、若年層の職員が在職する号給について平

均０.２５％の引上げを予定しており、対象職

員は３６０名程度となります。 

 施行期日につきましては、公布の日から施行

し、令和４年４月１日に遡って適用することと

しております。 

 ②期末勤勉手当の改定につきましては、一般

職員と特定幹部職員の期末勤勉手当の年間支給

月数を現行の４.３０月分から４.４０月分へ

０.１０月分引き上げるものでございます。 

 なお、再任用職員につきましては、期末勤勉

手当の年間支給月数を現行の２.２５月分から

２.３０月分へ０.０５月分引き上げるものでご

ざいます。 

 下の資料、期末勤勉手当支給月数の表を御覧

ください。 

 引上げは、令和４年度におきましては、今度

の１２月に支給する予定の期末勤勉手当から行

い、支給月数は、表の１２月の勤勉のところを

御覧ください。 

 一般職員では０.９５月から１.０５月と、特

定幹部職員では１.１５月から１.２５月と、再

任用職員では０.４５月から０.５０月と、改正

条例の第１条において規定しております。 

 令和５年度以降におきましては、国に準じ

て、６月と１２月が均等になるよう支給月数

を、一般職員では１.０月と、特定幹部職員で

は１.２０月と、再任用職員では０.４７５月と

し、改正条例の第２条にて規定しております。 

 少し戻りまして、資料は表のすぐ上の施行期

日を御覧ください。 

 施行期日につきましては、２段階に設定され

ておりまして、まず、令和４年度の１２月に支

給する期末手当については、公布の日から施行

し、令和４年４月１日からの適用としておりま

す。また、令和５年度以降に支給する期末手当

については、令和５年４月１日からの施行とし

ております。 

 資料の２ページをお願いいたします。 

 次に、（２）八代市一般職の任期付職員の採

用等に関する条例の一部改正についてでござい

ますが、①特定任期付職員に適用される給料表

の改定につきましては、行政職給料表との均衡

を基本に改定するものでございまして、１号給

のみ１０００円を引き上げる改定となります。 

 施行期日につきましては、一般職の職員と同

様に公布の日から施行し、令和４年４月１日に

遡って適用することとしております。 

 ②特定任期付職員に係る期末手当の改定につ

きましては、特定任期付職員の期末手当の年間

支給月数を３.２５月分から３.３０月分へ０.

０５月分引き上げるものでございます。 

 引上げは、令和４年度におきましては、今度

の１２月に支給する予定の期末手当から行い、

支給月数は１.６２５月から１.６７５月と、改

正条例の第３条において規定しております。 

 令和５年度以降におきましては、国に準じて

６月と１２月が均等になるよう支給月数を１.

６５月とし、改正条例の第４条にて規定してお

ります。 

 施行期日につきましては、一般職の職員と同

様に２段階に設定されておりまして、令和４年

度の１２月に支給する期末手当については、公

布の日から施行し、令和４年４月１日からの適

用、令和５年度以降に支給する期末手当につい

ては令和５年４月１日からの施行としておりま

す。 
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 この特定任期付職員は、高度の専門的な知

識・経験または優れた識見を有する者で、任期

を定めて採用された職員をいいます。現在、本

市には該当する者はおりません。 

 次に、（３）八代市会計年度任用職員の給与

等に関する条例の一部改正についてでございま

すが、給料表の改定時期を明確にするため、八

代市一般職の職員の給与に関する条例の規定を

準用していた行政職給料表について、その一部

となる１級から３級までの給料表を追加すると

ともに、医療職給料表については、国家公務員

の給与改定に準じた改定を行うものでございま

す。改正条例の第５条で規定しております。 

 施行期日につきましては、令和５年４月１日

からの施行としております。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０９号・八代市一般職の職員の給与

に関する条例等の一部改正については、原案の

とおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午前１１時３４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時３５分 本会） 

◎議案第１１０号・八代市個人情報の保護に関

する法律施行条例の制定について 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１１０号・八代市個人情報の保

護に関する法律施行条例の制定についてを議題

とし、説明を求めます。 

○文書統計課長（加来康弘君） 皆さん、こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）文書

統計課の加来でございます。よろしくお願いい

たします。失礼しまして、着座にて説明させて

いただきます。 

 議案書のほうは４６ページでございますが、

提出しております委員会資料にて説明させてい

ただきます。 

 まず、１項目めの、今回の例規の制定改廃の

背景と趣旨でございますが、社会全体のデジタ

ル化に対応した個人情報の保護とデータの流通

の両立や、国際的制度調和を図る目的から、令

和３年５月に制定されたデジタル社会の形成を

図るための関係法律の整備に関する法律によ

り、個人情報の保護に関する法律が改正され、

令和５年４月から全ての地方公共団体が改正後

の同法の直接適用を受けることになります。 

 これに伴い、現行の八代市個人情報保護条例

を廃止し、新たに改正法を施行する条例を制定

するとともに、関係条例を整備するものでござ

います。 

 これまで個人情報保護制度につきましては、

国の行政機関、独立行政法人、民間についての

個別の個人情報保護法と、それぞれ各地方公共

団体の条例に分かれておりましたけれども、こ

の法改正により個人情報保護法１本に制度が集

約されることになります。 

 ２項目めの施行条例に規定する事項では、施

行条例の規定方針とそのイメージ図を示してい

るところです。改正法と重複する内容の規定を

施行条例に規定することは許容されておらず、

条例で規定することが義務づけられている事項

及び条例に規定することが許容される任意事項



 

－20－

を施行条例に定めることになります。 

 ３項目めの規定する主な内容ですが、今回の

改正により法令体系は大きく変わりますが、内

容的には現条例とおおむね同様の規定となりま

すので、逐条による説明を省略させていただ

き、規定の概要や趣旨を中心に説明させていた

だきます。 

 まず、（１）の施行条例の適用対象となる実

施機関等についてですが、現条例の実施機関か

ら市議会を除外し、財産区を加えております。

市議会はこれまで条例の適用対象となっていま

したけれども、国会や裁判所と同様、自律的な

対応のもと個人情報の適切な取扱いが図られる

ことが望ましいとの理由で、法が定める規律の

適用対象外とされたことによるものでございま

す。それに伴い、市議会におかれては独自の個

人情報保護条例を制定されるとお聞きしている

ところでございます。 

 次に、（２）の個人情報取扱事務登録簿です

が、改正法では、個人情報の対象者数が１００

０人以上の個人情報取扱事務では、個人情報フ

ァイルを作成し公表することとされております

が、これに加えまして、本市が現条例に基づき

対象者数の基準を設けず実施しております個人

情報取扱事務登録簿の作成・公表を引き続き実

施するための規定を設けるものでございます。 

 次に、（３）の利用目的外の利用または提供

の届出ですが、目的外利用や目的外提供は禁止

が原則であり、例外的な取扱いとなるため、そ

の状況を把握するため、現条例と同様に届出を

義務づけるものでございます。 

 次に、（４）の情報公開条例の非公開情報と

の調整は、八代市情報公開条例との整合を図る

ため、改正法に定められた開示情報・不開示情

報以外の情報を条例に加えるものでございま

す。 

 開示情報としては、職務遂行情報に含まれる

当該公務員の氏名、公務員等以外の者の公的地

位・立場の情報で、公開しても当該個人の権

利・利益を害するおそれがないと認められるも

の、契約に係る公文書に記録された支出の相手

方の名称・氏名の３点を追加しております。 

 不開示情報としては、国、他の地方公共団体

等との間における協議・依頼等に基づいて作成

取得した情報で、開示により国等との協力信頼

関係が著しく損なわれると認められるもの、人

の生命、身体、財産等の保護に支障が生じるお

それがあると認められる情報の２点を追加して

おります。 

 ただいまの説明の箇所の資料の部分なんです

が、誤字がございまして、他の地方公共団体等

とすべきところの団体の文字が欠落しておりま

した。大変申し訳ございません。訂正させてい

ただきます。 

 次に、（５）の各部の自己情報の開示の手続

のうち開示等の決定期限ですが、表に記載して

おりますように、改正法では申請日から３０日

以内とされておりますが、現条例の決定期限と

合わせまして申請日から１４日以内といたしま

す。これは、決定期限が延びることはサービス

の低下になることから、現行の期限を維持する

というものでございます。 

 次に、手数料ですが、これも現条例に合わせ

まして、開示請求に係る手数料は無料とし、開

示文書の写しやＣＤ－Ｒ等の電磁的記録の作成

に要する費用等を徴収することとしておりま

す。コピーは一枚１０円、カラーコピーが一枚

２０円、ＣＤ－Ｒの作成は一枚５０円を徴収し

ているところでございます。 

 次に、（６）と（７）の八代市個人情報保護

審査会への諮問、同審査会の組織・所掌事務・

権限等についても、現行と同様の内容でござい

ます。 

 次に、（８）の運用状況ですが、これまでは

開示請求の運用状況を年１回、市のホームペー

ジ上で公表しており、公表を引き続き実施する
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ため同様の規定を設けているところです。 

 内容としましては、開示請求件数と処理状

況、不開示の理由別内訳、実施機関別の開示請

求処理状況を集計して公表しているところでご

ざいます。 

 次に、（９）の審査会の委員が職務上知り得

た秘密を漏らした場合の罰則につきましても、

現状と同じ内容でございます。 

 なお、実施機関の職員には改正法の罰則が適

用されることになりますが、現状と同じ内容で

ございます。 

 （１０）からは、附則の説明になります。現

条例に係る事項の経過措置を定めるほか、現条

例の廃止、関係条例であります八代市情報公開

条例の一部改正のほか、現条例の規定を引用し

ている他の条例の一部改正を規定しているとこ

ろでございます。そして、施行期日につきまし

ては、改正法が適用される令和５年４月１日と

しております。 

 後になります。４項目めの八代市個人情報

保護審査会への諮問でございますが、令和３年

の法改正に伴う個人情報保護制度における本市

の対応方針について諮問した結果、適当である

との答申をいただいているところでございま

す。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 一つ具体例としてお聞

きしたいことがあるんですけど、自衛隊が１８

歳等の適齢者の方にですね、市が情報を提供し

たということで、その応募はがき等を市が送る

ということになった場合ですよ、個人情報に触

れる行為なのかどうかということがちょっと知

りたいんですけどね。改正した。（文書統計課

長加来康弘君「改正後の」と呼ぶ）改正後の。

現状でも問題はないというふうに認識はしとっ

とですけど、何か変わるようなことがあるんで

すか。 

○文書統計課長（加来康弘君） 改正後の規定

が当然、八代市も適用になるんですが、八代市

のほうが所有しています市民の方のそういうふ

うな年齢も含めたところの個人情報につきまし

て、本来の目的外の利用にはなろうかと思うん

ですが、改正後の規定によりますと、提供す

る、国の機関になるかと思いますが、こちらの

ほうの事務が法令に基づいて実施される適切な

事務であって、その分について提供する分につ

いては、本来八代市がそういう目的のために持

っているわけではないんですが、相手先の事務

が法令に基づいて適切に行われるものであるの

で、それについては提供しても構わないという

ことになろうかと思います。 

○委員（堀 徹男君） 分かりました。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（髙山正夫君） 開示等の決定期限です

けども、何らかに準じて１４日以内に短めたと

いうことで、実際、情報開示のいろんな請求と

かは頻繁にあるんですか。その辺りはいかがで

しょうか。 

○文書統計課長（加来康弘君） 年によって多

少ばらつきはあるんですが、例えば令和３年度

で言いますと、開示請求の件数が２１件でござ

いました。少ない年では、 近では平成２８年

は７件ということで、年によってちょっと開き

はあるんですが、１０件から３０件未満ぐらい

の請求が大体毎年あっているというふうな状況

です。 

○委員（髙山正夫君） 期限を１４日にしたと

しても業務的には無理がないというふうに、よ

ろしいですかね。 

○文書統計課長（加来康弘君） 予定の記述内

で大体処理できているケースがほとんどでござ
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います。 

○委員（髙山正夫君） 分かりました。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたらお願いします。意見はご

ざいませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１１０号・八代市個人情報の保護に関

する法律施行条例の制定については、原案のと

おり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午前１１時５０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時５０分 本会） 

◎議案第１１１号・八代市営駐輪場条例の一部

改正について 

◎議案第１１２号・八代市営駐車場条例の一部

改正について 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１１１号・八代市営駐輪場条例

の一部改正について及び議案第１１２号・八代

市営駐車場条例の一部改正については関連があ

りますので、本２件を一括議題とし、採決につ

いては個々に行いたいと思います。 

 それでは、本２件について一括して説明を求

めます。 

○市民活動政策課長（消費生活センター所長兼

務）（吉井光博君） 市民活動政策課の吉井で

ございます。よろしくお願いします。座って説

明させていただきます。 

 それでは、議案第１１１号・八代市営駐輪場

条例の一部改正について及び議案第１１２号・

八代市営駐車場条例の一部改正について、関連

がございますので一括して御説明させていただ

きます。 

 議案書につきましては、５５ページからにな

ります。 

 改正理由でございますが、有佐駅前につきま

しては、事故防止、交通の円滑化など、駅利用

者や地域住民の利便性の向上などを目的に、道

路改良、駐輪場、駐車場の整備が平成１６年３

月に完了いたしましたが、一部条例に定めてお

りませんでしたので、それぞれの条例に追加す

るものでございます。 

 まず、議案書５５ページ、議案第１１１号・

八代市営駐輪場条例の一部改正について御説明

いたします。 

 有佐駅前駐輪場には、北側と南側の駐輪場が

あるものの、市営駐輪場の設置・管理について

定める条例において、その位置として北側の地

番のみの表記となっていることから、南側の地

番を追加するものでございます。 

 それでは、提出しております資料で御説明い

たします。資料の１ページを御覧ください。 

 有佐駅前、駐車場及び駐輪場の位置及び現況

写真の①北側駐輪場につきましては既に条例に

記載してありますが、②南側の駐輪場につきま

して条例に記載されておりませんでしたので、

資料２ページ、新旧対照表に記載してあります

ように、八代市鏡町下有佐１０５番地９を追加

するものでございます。 

 次に、議案書５７ページ、議案第１１２号・

八代市営駐車場条例の一部改正について御説明

いたします。 

 有佐駅前駐車場につきましては、現在、普通

財産として管理しているところですが、その設

置目的や利用者の状況などから、行政財産の公

の施設として管理運営していくことが適当であ
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ることから、市営駐車場の設置・管理について

定める条例に有佐駅前駐車場を追加するもので

ございます。 

 先ほどの資料を御覧ください。 

 資料１ページの左下部分が③有佐駅前駐車場

でございます。 

 資料３ページを御覧ください。 

 第２条に八代市営有佐駅前駐車場、八代市鏡

町下有佐１０５番地の９を追加するものでござ

います。また、第３条の駐車場区分に八代市営

有佐駅前駐車場、供用の方法に月極駐車場、供

用の時間に午前零時から午後１２時までを追加

するものでございます。 

 資料４ページの下段を御覧ください。 

 駐車場区分に八代市営有佐駅前駐車場、料金

区分に月額、金額に３３００円を追加するもの

でございます。 

 なお、そのほか八代市営中央駐車場及び新八

代駅東口駐車場の表記などにつきましても、資

料３ページから４ページに記載しておりますと

おり、重複する表記などがあることから整理し

改正するものでございます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について一括して質疑を行います。質疑あり

ませんか。 

○委員（堀 徹男君） 条例の改正内容につい

ては異議はございませんけど、所管課が市民活

動政策課であることについて、駐車場や駐輪場

の管理のメリットが何かあるのかなと素朴な疑

問を抱いたんですけど、財産経営課あたりが所

管するのが適当じゃないかなと思うんですけ

ど、市民活動政策課がされている理由って何な

んですか。 

○市民活動政策課長（吉井光博君） 行政財産

については、目的等によって所管する課が決ま

っておりまして、駐車場については、先ほど言

いましたように、交通とかの便をよくするとい

う目的がありますので、うちのほうで管理して

おります。 

 実際は、鏡支所のほうの地域振興課のほうで

管理をされているというところでございます。 

○委員長（古嶋津義君） よろしいですか。 

○委員（堀 徹男君） 分かりました。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。意見はあ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 まず、議案第１１１号・八代市営駐輪場条例

の一部改正については、原案のとおり決するに

賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１１２号・八代市営駐車場条例

の一部改正については、原案のとおり決するに

賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午前１１時５７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時５８分 本会） 

◎議案第１１３号・八代市議会議員及び八代市

長の選挙における選挙運動の公費負担に関する

条例の一部改正について 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１１３号・八代市議会議員及び
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八代市長の選挙における選挙運動の公費負担に

関する条例の一部改正についてを議題とし、説

明を求めます。 

○選挙管理委員会事務局長（公平委員会事務局

長併任）（西村一章君） こんにちは。（｢こ

んにちは」と呼ぶ者あり）選挙管理委員会事務

局の西村でございます。よろしくお願いいたし

ます。恐れ入りますが、着座にて説明させてい

ただきます。 

 議案第１１３号・八代市議会議員及び八代市

長の選挙における選挙運動の公費負担に関する

条例の一部改正について、説明をさせていただ

きます。 

 議案書は５９ページからになります。 

 説明につきましては、議案書と別に配付して

おります資料、右肩に平成４年１２月１４日

（水）総務委員会、議案第１１３号・選挙管理

委員会事務局を使って説明させていただきま

す。 

 まず、改正の理由につきまして、公職選挙法

施行令に規定する公営単価につきましては、３

年に１度の参議院通常選挙の年に、その基準額

の見直しを行うことを例とされており、 近に

おける物価の変動及び消費税増税を踏まえて引

上げが行われたことから、八代市議会議員及び

八代市長の選挙における選挙運動の公費負担に

関する条例に規定する公営単価につきまして

も、これに準じて同額に引き上げる改正を行う

ものでございます。 

 次に、改正の内容でございますが、表の改正

単価における太文字・下線部分が改正箇所とな

ります。 

 まず、自動車使用公営費につきまして、一般

運送契約以外の契約で、自動車借入れにつきま

しては１日当たり１万５８００円を１万６１０

０円に、燃料供給につきましては１日当たり７

５６０円を７７００円に、次のビラ作成公営費

につきましては１枚当たり７円５１銭を７円７

３銭に、次のポスター作成公営費の印刷費につ

きまして、ポスター掲示場数が５００以下の場

合、ポスター１枚当たり５２５円６銭を５４１

円３１銭に、ポスター掲示場数が５００を超え

る場合、ポスター１枚当たりの加算額２７円５

０銭を２８円３５銭に、次の企画費につきまし

て、ポスター掲示場数が５００以下の場合、３

１万５００円を３１万６２５０円に、ポスター

掲示場数が５００を超える場合、５７万３０３

０円を５８万６９０５円にそれぞれ改正をお願

いするものでございます。 

 ２ページ目、３ページ目につきましては、条

例の一部改正に伴います新旧対照表を掲載して

おります。 

 後に、施行期日につきましては、議案書６

０ページのとおり、公布の日からの施行とし、

公布日以後その期日を告示される選挙について

適用することとしております。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ以上で質疑

を終了いたします。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１１３号・八代市議会議員及び八代市

長の選挙における選挙運動の公費負担に関する

条例の一部改正については、原案のとおり決す

るに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部は退室願います。 
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（執行部 退席） 

○委員長（古嶋津義君） 次に、本委員会に付

託となっています請願・陳情はありませんが、

郵送等にて届いております要望書などにつきま

しては、タブレット端末にて御確認願います。 

 以上で付託されました案件の審査は全部終了

いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は委員長に御一任願いたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 小会いたします。 

（午後０時０３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時０９分 本会） 

◎所管事務調査 

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件を一括議

題とし、調査を進めます。 

 当委員会の所管事務調査は、行財政の運営に

関する諸問題の調査、総合計画の策定推進等に

関する諸問題の調査、以上の２件です。 

 このうち、行財政の運営に関する諸問題の調

査に関連して２件、執行部から発言の申出があ

っておりますので、これを許します。 

                              

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

（令和５年度当初予算編成方針について） 

○委員長（古嶋津義君） それでは、まず、令

和５年度当初予算編成方針について説明願いま

す。 

○財政課長（續 良彦君） こんにちは。財政

課の續でございます。お疲れのところだと思い

ますが、よろしくお願いいたします。 

 さて、本市では現在、来年度令和５年度の当

初予算の編成作業を行っているところでござい

ますが、この予算の編成方針につきまして、去

る１０月２１日に、八代市予算規則に基づきま

して各部・課かいに通知をしたところでござい

ます。 

 本日はその内容について御報告をさせていた

だきます。 

 詳細につきましては、担当の米村課長補佐か

ら説明をいたさせますので、よろしくお願いい

たします。 

○財政課長補佐（米村寛樹君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）財政課長補佐

の米村です。よろしくお願いします。では、着

座にて御説明させていただきます。 

 それでは、令和５年度予算編成方針について

御説明させていただきます。 

 資料は、総務委員会所管事務調査（予算編成

方針）のファイルになります。 

 まず、２ページ目の令和５年度予算の編成に

ついてを御覧ください。 

 こちらは、市長から各職員に対しまして、令

和５年度の予算編成における基本的な考え方を

示したものでございます。その内容は、現在、

本市では、第２次八代市総合計画に掲げるしあ

わせあふれるひと・もの・交流拠点都市やつし

ろを目指し、子供から高齢者まで安全・安心に

暮らせる魅力あるまちづくりを着実に進めてお

り、 少の経費で 大の効果を生み出すため、

限りある財源を重点的に投入し、５つの重点戦

略を全力で推進していること、また、 優先課

題である令和２年７月豪雨からの創造的復興や

新型コロナウイルス感染症対策のほか、不安定

なウクライナ情勢の影響による原油・原材料価

格の高騰や円安の進行に伴う物価高騰など、刻

々と変化する社会情勢への柔軟な対応に加え、

ＳＤＧｓやデジタル化の推進をはじめとする八
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代の未来を切り開くための施策にも積極的にチ

ャレンジしていく必要があるとしております。 

 また、限られた一般財源枠において、それら

を実現していくためには、事務効率化や経費削

減を実施した上で、前例や組織の垣根にとらわ

れることなく、これまで以上に事業の選択と集

中を意識して、スピード感を持って取り組まな

ければならないとし、このような趣旨の下、全

職員一丸となって誇るべきふるさと八代の未来

のため、令和５年度予算編成に向けてめり張り

のある効率的な予算編成に取り組むこととされ

ております。 

 以上の市長の訓示を受けまして、国や熊本県

の状況を踏まえ、八代市予算規則に基づき、財

務部長が予算編成方針として取りまとめたもの

が、３ページの令和５年度予算編成方針につい

てでございます。 

 内容としましては、市長が示された基本的な

考え方に基づき、 優先課題である坂本町の創

造的復興、新型コロナウイルス感染症対策のほ

か、５つの重点戦略を計画的に推進し、限られ

た一般財源枠の中で、物価高騰等の社会情勢の

変化にも応じた行政サービスを継続していくた

めには、行財政改革を着実に実行し、真に必要

となる分野に限りある資源を適切に配分する必

要があり、ビルド・アンド・スクラップの原則

に基づき、財源を生み出す努力をしていくこと

で、将来的にも持続可能な財政基盤の確立につ

なげていくことが重要であるとし、各部長等に

対して令和４年１０月２１日付で通知しており

ます。 

 次に、４ページを御覧ください。 

 令和５年度の当初予算編成のポイントとし

て、ただいま説明しましたものをまとめたもの

でございます。 

 その中で、４点目の取組の中で、 優先課題

以外の事業に対するシーリングについて、義務

的経費及び数年ごとに行う経費を除いた経費に

対しまして、令和２年度当初予算における一般

財源ベースの９５％というシーリング率を上限

として設定をしております。令和４年度は、令

和２年度当初予算における一般財源ベースの９

０％シーリング率としていましたが、原油価格

等の高騰により、物価高騰を５％見込み、９

５％のシーリング率に変更しています。 

 以上で、令和５年度予算編成方針についての

説明を終わります。よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（古嶋津義君） 本件について何か質

疑、御意見等はありませんか。 

○委員（堀 徹男君） １点だけ。中身につい

ては大倉議員が一般質問されて、その中でお答

えいただいた部分もありますのでいいんですけ

ど、我々議員も、決算審査の委員会だったりと

か総務委員会だったりとか、一般質問を通して

いろんな提案をしていっているというような、

そういうふうに思ってるんですけど、予算編成

の考え方を取り入れるに当たって、そういった

我々議会からの意見というのをどんな形で織り

込んでいっていただいているのかなと。 

○財政課長（續 良彦君） ただいまの御質問

へのお答えになりますけれども、基本的には各

課からの要求書の中で、そういった各議会、委

員会の中での各議員さん方の御意見、あるいは

それぞれ寄せられております地元の住民の方か

らの意見、そういったものも踏まえまして要求

のほうが上がってまいります。 

 その中で、それを極力反映させるような予算

編成を行っていく予定ではおりますが、当然そ

の財源の問題とかそういったこともございます

ので、その中で、先ほどもありましたように、

選択と集中をしながらですね、予算化をしてい

くというふうな流れで考えております。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） その選択と集中という
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のは私も大分前から使っているんですけど、ラ

ンニングコストを抑える広報とかを取り入れる

場合にですね、どうしてもイニシャルコストが

かかってしまう。そういった事業が上がってき

た場合にですよ、てんびんにかけるのってなか

なか難しいと思うとですけど、そこら辺の調整

というのは、財源確保も含めてですね、どんな

ふうにやられていくのかなと、考え方なんでし

ょうけどね、そこをちょっと聞いてみたいなと

思うんですよね。 

○財政課長（續 良彦君） 基本的にはイニシ

ャルコストがかかるケースとランニングコスト

がかかるケース、それぞれ各事業によって性格

的なものが違うものがありますけれども、単年

度での財政負担、それだけではなく今後のラン

ニングコストも踏まえたところの、ある意味、

少し長いスパンでの費用対効果も考えながら選

択をしていくようなやり方で大体、査定をして

いくような形になるかと思います。 

○委員（堀 徹男君） 分かりました。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で令

和５年度当初予算編成方針についてを終了しま

す。 

                              

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

（令和５年度組織機構再編の概要（支所再編

等）について） 

○委員長（古嶋津義君） 次に、令和５年度組

織機構再編の概要（支所再編等）について説明

を願います。 

○人事課長（田中博己君） 人事課の田中でご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。

着座にて説明させていただきます。 

 令和５年度組織機構再編（支所再編等）につ

いて御説明申し上げます。 

 本件は令和５年度に予定しております組織機

構再編のうち、支所等の再編及び防災対策監の

設置について事前に御説明申し上げるものでご

ざいます。 

 まず、資料、令和５年度組織機構再編の概要

（支所等再編）を御覧ください。こちらの資料

に沿って説明させていただきます。 

 令和５年度の組織機構再編のうち、支所等再

編につきましては、本市の重点戦略に掲げる持

続可能な支所地域の振興のため、地域事務所の

統合、産業建設課の新設を行うものでございま

す。 

 資料は、左側が現行、右側が再編後となって

おります。 

 再編の大きな枠組みにつきましては、支所庁

舎内に本庁組織として現在設置しております健

康福祉地域事務所、農林水産地域事務所、建設

地域事務所の３つの部門の地域事務所を廃止

し、健康福祉部門は地域振興課内に統合し、農

林水産部門及び建設部門は新たに産業建設課を

設置するものでございます。これにより、支所

組織は、地域振興課、産業建設課の２課体制と

なります。 

 具体的な支所等の再編とその効果について

は、窓口サービス、防災・危機管理、地域振興

の３つの視点から整理をしております。 

 まず、１つ目の窓口サービスの点からは、住

民・福祉窓口のワンストップ化による窓口サー

ビスの向上を図るため、健康福祉部門を地域振

興課内に統合します。係については健康福祉係

を設置、または、事務の規模によって現行の市

民サービス係と一体化させて市民福祉係として

再編しております。 

 ２つ目、防災・危機管理の点からは、技術職

等の職員をより効果的に配置できるようにする

ことで、被災調査等の円滑化、迅速化を図るな

ど、防災・危機管理体制を強化するため、農林

水産部門と建設部門を統合した産業建設課を設
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置いたします。 

 ３つ目、地域振興の点からは、部門横断的に

地域課題を把握し、支所長を中心とした地域振

興の実施体制を構築するため、地域振興課、産

業建設課の２課を支所長の直接の指揮下とする

組織再編とするものでございます。 

 以上、３つの視点から組織再編による効果を

整理し、持続可能な支所地域の振興のため、今

回の支所等再編を行うものでございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 次に、防災対策監の設置については、令和５

年度から危機管理課に新たに防災対策監の職の

設置を予定しておりますことから、事前に説明

申し上げるものでございます。 

 具体的には、危機管理課内に新たに課長級の

職である防災対策監を置き、この職に災害対応

等の知識・経験が豊富な退職自衛官を登用する

ものであります。 

 現在、退職自衛官からは中武危機管理監に着

任いただいているところでございますが、本年

度末で定年退職を迎えられますことと、現状の

体制上の課題を踏まえ検討した結果、退職自衛

官としての知識・経験をより効果的に活用・発

揮いただくためには、危機管理課内への配置が

望ましいとの結論に至ったものでございます。 

 また、併せまして、現在の危機管理監のポス

トには、庁内の組織、業務等を熟知した職員を

充て、庁内の調整・統制の円滑化を図ります。 

 以上は、平時の職の位置づけでございます

が、次のページでは、災害時における組織・職

の位置づけを御説明申し上げます。 

 お示ししておりますのは、八代市災害対策本

部の組織図でございます。 

 大規模災害の発生時などにおいては、市役所

組織全体がこの災害対策本部の体制に移行いた

します。 

 この災害対策本部は、市長を本部長、副市長

を副本部長として、特別職、政策審議監、各部

長等が部員となり、災害対策の基本方針や配備

体制等を協議する機関でございます。 

 また、災害対策本部で決定された事項を各対

策部がそれぞれの役割を分担して遂行していく

こととなります。 

 この際、本部長の指揮下の災害対策本部の運

営や各対策部の事務の調整等を行う、言わば司

令塔の役割を担うのが本部事務室でございま

す。 

 防災対策監の設置後の体制については、今

後、地域防災計画に盛り込むこととなります

が、この本部事務室において、庁内の組織、業

務等を熟知した危機管理監と、災害対応等の専

門知識・経験を有する防災対策監が、それぞれ

の長所を生かし連携しながら、災害対策本部の

運営や各対策部の事務の調整等を実施すること

により、災害対策の円滑な実施を図ってまいり

ます。 

 支所再編及び防災対策監設置に関する説明は

以上でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○委員長（古嶋津義君） 本件について何か質

疑、御意見等はありませんか。 

○委員（堀 徹男君） 防災対策監の導入です

か。これ、おおむね、私賛成だなと思っていま

す。現状から、いつやったかな、平成２６年か

平成２７年ぐらいやったですね、この制度が導

入されて。いろいろ紆余曲折を経てこういう形

に収まっていくというのはいいのかなと思いま

す。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で令

和５年度組織機構再編の概要（支所再編等）に

ついてを終了します。 

 そのほか、当委員会の所管事務調査について

何かありませんか。 
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（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で所

管事務調査２件についての調査を終了します。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りをいたします。 

 当委員会の所管事務調査２件については、な

お調査を要すると思いますので、引き続き、閉

会中の継続調査の申出をいたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 次に、本委員会の管外行政視察について協議

のため、しばらく小会いたします。 

（午後０時２６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時３１分 本会） 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 後に、本委員会の派遣承認要求の件につい

てお諮りいたします。 

 本委員会は、令和５年１月３１日から２月２

日までの３日間、広島県尾道市、岡山県総社

市、山口県周南市へ、行財政の運営に関する諸

問題の調査、総合計画の策定推進等に関する諸

問題の調査のため、行政視察を行うこととし、

議長宛て派遣承認要求の手続を取らせていただ

きたいと思いますが、これに御異議ありません

か。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。これをもって総務委員会を散会いたし

ます。 

（午後０時３２分 閉会） 
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